
2026 年４月１日 

 

株 式 交 換 に 関 す る 事 後 開 示 書 面 

（会社法第 801 条第 1項及び会社法施行規則第 200 条に定める書面） 

 

大阪市中央区備後町三丁目 2番 6号 

シ キ ボ ウ 株 式 会 社 

代表取締役社長執行役員 鈴木 睦人 

 

 シキボウ株式会社（以下「存続会社」といいます。）および株式会社マーメイド広海（以

下「消滅会社」といいます。）は、2025 年 11 月 27 日に締結した吸収合併契約に基づき、2026

年４月１日を効力発生日として、吸収合併（以下「本合併」といいます。）いたしました。 

 本合併に関する、会社法（以下「法」といいます。）第 801 条第１項及び会社法施行規則

（以下「施行規則」といいます。）第 200 条に定める事後開示事項は以下のとおりです。 

 

１．本合併が効力を生じた日（施行規則第 200 条第１号） 

  2026 年４月１日 

 

２．消滅会社における次に掲げる事項（施行規則第 200 条第 2号） 

（１）法第 784 条の 2の規定による請求に係る手続の経過 

 消滅会社の株主は、存続会社のみであったため、法第 784 条の 2 の規定による請求

はありませんでした。 

 

（２）法第 785 条の規定による手続の経過 

 消滅会社の株主は、存続会社のみであったため、反対株主からの株式買取請求はあり

ませんでした。 

 

（３）法第 787 条の規定による手続の経過 

  消滅会社は、新株予約権を発行していなかったため、該当事項はありません。 

 

（４）法第 789 条の規定による手続の経過 

   消滅会社は、法第 789 条第２項及び第３項の規定に基づき、2026 年２月 12 日付官

報に公告を行うとともに、同日付で知れている債権者に対して各別に催告を行いまし

たが、所定の期間内に異議を述べた債権者はいませんでした。 

 

 



３．存続会社における次に掲げる事項（施行規則第 200 条第 3号） 

（１）法第 796 条の 2の規定による請求に係る手続の経過 

 本合併は、法第 796 条第２項に規定する簡易吸収合併に該当するため、法第 796 条

の２柱書ただし書きの規定により、存続会社の株主は吸収合併をやめることを請求す

ることができません。 

 

（２）法第 797 条の規定による手続の経過 

 本合併は、法第 796 条第２項に規定する簡易吸収合併に該当するため、法第 797 条

第１項ただし書きの規定により、存続会社の株主による株式買取請求は認められてい

ません。 

 

（３）法第 799 条の規定による手続の経過 

 存続会社は、法 799 条第２項及び第３項の規定に基づき、2026 年２月 12 日付官報

及び電子公告にて債権者に対する公告を行いましたが、所定の期間内に異議を述べた

債権者はいませんでした。 

 

４．本合併により存続会社が消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項（施行規則

第 200 条第 4号） 

 存続会社は、2026 年４月１日をもって、消滅会社から、全ての権利義務を承継いたし

ました。 

 

５．法第 782 条第１項の規定により消滅会社が備え置いた書面に記載された事項（施行規

則第 200 条第 5号） 

  別紙のとおりです。 

 

６．法第 921 条の変更登記をした日（施行規則第 200 号第６号） 

  2026 年４月１日（予定） 

 

７．上記に掲げるもののほか、本合併に関する重要な事項（施行規則第 200 号第７号） 

  該当事項はありません。 

 

以上 

 

 



2025 年 11 月 27 日 

 

吸 収 合 併 に 関 す る 事 前 開 示 事 項 

（会社法 782 条第１項及び会社法施行規則第 182 条に定める書面） 

 

静岡県浜松市中央区湖東町 1970 番地１ 

株 式 会 社 マ ー メ イ ド 広 海 

代 表 取 締 役 社 長  末 廣  勝 彦 

 

株式会社マーメイド広海（以下「消滅会社」といいます。）は、シキボウ株式会社（以下

「存続会社」といいます。）との間で 2025 年 11 月 27 日に締結した吸収合併契約に基づき、

2026 年４月１日を効力発生日として、消滅会社を吸収合併（以下「本合併」といいます。）

することといたしました。 

本合併について、会社法（以下「法」といいます。）782 条第１項および法施行規則（以下

「施行規則」といいます。）182 条に定める事前開示事項は、次のとおりです。 

 

１．吸収合併契約の内容（法 782 条第１項） 

 別紙１のとおりです。 

２．合併対価の相当性に関する事項（施行規則 182 条第１項第１号） 

  完全親子会社間の合併につき、合併対価の交付はありません。 

３．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（施行規則 182 条第１項第３

号） 

  該当事項はありません。 

４．計算書類等に関する事項（施行規則 182 条第１項第４号） 

（１）存続会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 存続会社の最終事業年度に係る計算書の内容は別紙２のとおりです。 

（２）存続会社における最終事業年度の末日後の臨時計算書類等の内容 

   該当事項はありません。 

（３）存続会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

  存続会社は、2025 年９月 28 日開催の取締役会において、ユニチカ株式会社の連結子会

社であるユニチカトレーディング株式会社の衣料繊維事業のうち、ユニフォーム事業、寝

装品事業、プリント事業、シャツ事業、インナー事業、スポーツウェア事業及びその他、

ユニチカトレーディング株式会社の子会社である UNITIKA（BEIJING）TRAIDING CO.,LTD

（ユニチカ（北京）貿易有限公司）の衣料繊維事業及び産業資材事業の一部ならびに



UNITIKA TRADING VIETNAM CO.,LTD（ユニチカトレーディングベトナム）の全事業、およ

び PT.UNITIKA TRADING INDONESIA（ユニチカトレーディングインドネシア）の株式譲受

の契約を締結いたしました。なお、事業譲受等実行日（予定）は、2025 年 12 月 30 日と

しております。 

 

（４）消滅会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

   該当事項はありません。 

５．本合併後の存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（施行規則 182 条第１項第５

号） 

本合併後の存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回る見込みです。また、

本合併後の存続会社の収益状況及びキャッシュ・フローの状況について、存続会社

の債務の履行に支障を及ぼすような事態は想定されておりません。 

したがって、存続会社の負担する債務については、本合併の効力発生日以降も履

行の見込みがあると判断しております。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙１ 合併契約書 

合併契約書 
 
  シキボウ株式会社（以下「甲」という）と株式会社マーメイド広海（以下「乙」という）
は、次のとおり合併の契約（以下「本契約」という）を締結する。 
 
（合併） 
第 1 条 甲および乙は、本契約の定めに従い、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会
社とする吸収合併（以下｢本合併｣という。）を行う。本合併において甲は乙の権利および義
務の全部を継承し、乙は解散する。 
 
（商号および住所） 
第 2 条 本合併に係る当事会社の商号および住所は、それぞれ以下のとおりである。 
  甲 商号：シキボウ株式会社 

 住所：大阪市中央区備後町三丁目２番６号 
  乙 商号：株式会社マーメイド広海 

  住所：静岡県浜松市中央区湖東町 1970-1 
 
（対価） 
第 3 条 甲は、乙の発行済株式の全部を所有しているため、本合併に際して、乙の株主に対
する甲の株式またはこれに代わる金銭等の交付は行わない。 
 
（甲の資本金および準備金の額に関する事項） 
第 4 条 本合併により、甲の資本金および準備金の額は増加しない。 
 
（合併承認の株主総会） 
第 5 条 甲は、会社法第 796 条第 2 項の規定により、本契約に関する株主総会の承認を要
することなく本合併を行う。 
2 乙は、会社法第 784 条第 1 項の規定により、本契約に関する株主総会の承認を要するこ
となく本合併を行う。 
 
（合併の効力発生日） 
第 6 条 本合併がその効力を生ずる日（以下｢効力発生日｣という。）は、2026 年 4 月 1 日
とする。ただし、本合併の手続の進行に応じ必要があるときは、甲乙協議の上、これを合意
により変更することができる。 
 



  

 （会社財産の管理等） 
第 7 条 甲および乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまで、善良なる管理者の注
意をもってその業務の執行および財産の管理運営を行うものとし、その財産および権利義
務に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、あらかじめ相手方に報告し、その同
意を得てこれを行う。 
 
（合併条件の変更および契約の解除） 
第 8 条 甲および乙は、本契約締結日以降効力発生に至るまでの間に、甲または乙の財産
または経営状態に重大な変更が生じた場合、または本合併の実行に重大な支障となる事態
が生じ若しくは明らかとなった場合、もしくはその他本合併の目的の達成が著しく困難と
なった場合には、協議し合意の上、本契約の内容を変更し、または本契約を解除することが
できる。 
 
 （管轄） 
第 9 条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第
一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 
 
 （協議事項） 
第 10 条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものと
する。 
 
 以上の契約を証するため、本契約書の電磁的記録を作成し、甲および乙が合意の後電子署
名を施し、各自その電磁的記録を保管する。 
 
2025 年 11 月 27 日 
 

甲  大阪市中央区備後町三丁目２番６号 
  シキボウ株式会社 

    代表取締役 社⻑執行役員  鈴木 睦人 
 
乙  静岡県浜松市中央区湖東町 1970-1 
   株式会社マーメイド広海 
    代表取締役社⻑      末廣 勝彦 



別紙２ 存続会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

 
次ページ以降をご参照ください。 



― 1 ―

事 業 報 告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
Ⅰ．企業集団の現況
１．事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、物価上昇継続等の影響により、一部に足踏みが残るものの、雇用・
所得環境の改善もあり、経済活動は総じて緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、ウクライナ情勢や中
東情勢悪化の長期化、アメリカの通商政策、原材料やエネルギー価格の高止まり等、景気の先行きは依然とし
て不透明な状況が続いております。
このような経営環境のもと、当社グループは、中期経営計画「ＡＣＴＩＯＮ２２−２４」において、長期ビ

ジョンの実現に向けた成長スピードをさらに加速させることとし、最終年度となる本年度も新たに創ること、
新たに取り組むことに挑戦いたしました。
「経営基盤の強化」としては、新中核事業と位置付ける化成品事業において主力の食品用増粘安定剤の販売

拡大に向けた株式会社シキボウ堺の新工場が2025年１月に竣工し、生産増強体制が整いました。また、リネ
ンサプライ事業では、2023年12月に竣工したシキボウリネン株式会社岩出第一事業所の新工場はインバウン
ドによる需要増への体制が整い、フル稼働しております。海外市場の開拓については、台湾、ベトナムの拠点
整備を進めました。
以上の結果、売上高は390億87百万円（前期比1.0%増）、営業利益は13億46百万円（同5.8%減）、経常利

益は設備投資等の資金調達に伴うアレンジメントフィーの発生や為替差益の減少等により10億47百万円（同
20.8%減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、特別利益として政策保有株式の売却益を計上
したことにより、９億14百万円（同14.2%増）となりました。

【繊維セグメント】
繊維セグメントにおいては、円安の継続等、製造コストの上昇はありましたが、中東向け輸出の拡大および

ユニフォーム事業の価格改定の効果もあり、黒字転換しました。
原糸販売事業は、海外販売は堅調に推移しましたが、国内産地の需要低迷と原料価格の高騰により、苦戦い

たしました。
輸出衣料事業は、中東市場の好況および円安を背景に、中東民族衣装用生地販売が好調に推移した結果、前

期比で大幅な増収となり、利益に大きく貢献いたしました。
ユニフォーム事業は、本年度は価格改定が順調に進みました。第３四半期以降は顧客における在庫調整の影

響が緩和され、通気性・吸水性・速乾性を極めた機能素材「アゼック®」等を用いた企業別注ユニフォームや、
環境対策素材を中心とした高付加価値商品の販売好調により、利益は大きく改善いたしました。
ニット製品事業は、不採算アイテムの撤退を含む取引の見直し等により減収となりました。
生活資材事業は、リビング分野では顧客の在庫調整により市況が振るわず苦戦いたしましたが、官需物件や
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高付加価値商品の販売等により、利益は改善いたしました。リネン資材分野では、病院・介護施設向けリネン
の受注が進み、堅調に推移いたしました。
以上の結果、繊維セグメント全体としての売上高は201億84百万円（前期比1.4%増）となり、営業利益は

２億42百万円（前期は２億77百万円の営業損失）となりました。

【産業材セグメント】
産業資材部門では、ドライヤーカンバス事業は、カンバスの国内販売、輸出に加えてコルゲーターベルト販

売が堅調に推移いたしました。フィルタークロス事業は、官公需は堅調に推移いたしましたが、民需は一部業
種向けの需要が低調に推移し、製造原価上昇も相まって苦戦いたしました。さらに空気清浄装置分野では、大
口の機器販売の減少等により減収となりました。
機能材料部門では、化成品事業は中国向けの化学品需要が堅調であり、食品用増粘安定剤が好調に推移した

結果、増収となりました。一方、原材料やエネルギー価格の高騰、設備投資による減価償却費が利益を押し下
げました。複合材料事業は、航空機用途向け部品については顧客の在庫調整の影響を受けておりますが、新規
案件を受注できたことにより堅調に推移いたしました。利益については、製造原価の上昇により縮小いたしま
した。
以上の結果、産業材セグメント全体としての売上高は134億68百万円（前期比0.2%減）となり、営業利益

は１億89百万円（同65.9%減）となりました。

【不動産・サービスセグメント】
不動産賃貸事業は堅調に推移いたしました。リネンサプライ事業は、エネルギー価格および人件費の上昇に

よる影響を受けましたが、インバウンド需要増によるホテルの稼働率向上に加えて、生産設備更新による生産
効率向上もあり、利益に貢献いたしました。
以上の結果、不動産・サービスセグメント全体としての売上高は61億円（前期比3.5%増）となり、営業利

益は19億80百万円（同0.1%増）となりました。
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２．設備投資の状況
当期において実施いたしました設備投資の主なものは次のとおりとなります。
繊維セグメントでは、株式会社シキボウ江南および株式会社マーメイドテキスタイルインダストリーインド

ネシアにおいて競争力強化のための設備更新を行いました。
産業材セグメントの機能材料部門では、化成品事業における新たな需要に対応するため、連結子会社である

株式会社シキボウ堺の新工場建設を行いました。
不動産・サービスセグメントでは、リネンサプライ事業における新工場増設に伴う設備の追加および更新を

行いました。また、全社共通資産として会計システム更新等の投資を行いました。

３．資金調達の状況
当期は、長期借入により72億49百万円、社債発行により5億88百万円の調達を行う一方、38億35百万円の

長期借入金返済、20億10百万円の社債償還を行いました。また、運転資金の短期借入金は7億87百万円減少
いたしました。
この結果、当社グループの当期末現在における有利子負債残高は、256億74百万円（前期末比13億3百万円

増）となりました。
また、2024年4月の当社第１回新株予約権の行使による増資により、9億64百万円調達いたしました。

４．他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。
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５．対処すべき課題
わが国経済の見通しについては、アメリカの通商政策、国際情勢の不安定化、原材料やエネルギー価格を含

む物価上昇等、不透明な状況は継続するものと考えられます。
このような経営環境の中、当社グループは長期ビジョン「Mermaid 2042」を掲げております。

「あなたにもっと寄り添い、愛されるシキボウグループへ」
ー従業員にもっと寄り添い、笑顔あふれる心豊かな人生の実現に貢献します
ーお客様にもっと寄り添い、まだ見ぬ世界を当たり前にする技術で貢献します
ー地球にもっと寄り添い、持続可能な社会に貢献します

今回の新中期経営計画策定を進めるなかで、私たちが「めざす姿」を、より具体的な言葉として以下のとお
り策定しました。

〈めざす姿〉
①従業員が自分のありたい姿を実現するために、仕事を通じて成長し、
安心して働ける職場環境をめざします。
・働きやすい、職場環境・制度・組織風土の改善
・従業員の成長のための機会の創出
・多様な人材の確保・育成、機会均等
・健康増進・職場安全衛生

②繊維で培った技術やサービスを通じ、
社会課題解決や、お客様の安心・安全・快適な暮らしの実現をめざします。
・安心・安全・快適な製品やサービスの提供
・技術を進化させ、社会のニーズに対応した新製品の開発・提供
・国内のみならず海外市場も含めた製品の提供

③環境や人権に配慮した製品・サービス、ものづくりで、持続可能な社会の実現をめざします。
・環境配慮型商品・サービスの開発・提供
・気候変動に対応した製品の開発・提供
・公正で、持続可能な原材料調達や製品供給の実現
・資源循環型社会実現への貢献
・事業活動における気候変動対策とその緩和策の推進



― 5 ―

〈新中期経営計画「ＴＧ２５−２７」の概要〉
「ＴＧ２５−２７」においては、「めざす姿」に基づき、長期ビジョン「Mermaid 2042」へのマイルスト

ーンである、2030年に当社グループのめざす目標（売上高550億円、営業利益36億円）を掲げ、その目標を
バックキャスティングすることで３ヵ年の経営戦略を策定いたしました。
これまでの「ＡＣＴＩＯＮ２２−２４」で進めてきた経営基盤の強化と次の成長に向けた取組みから、新中

期経営計画では、「成長への変革（Transformation for Growth）」のステージと捉え、「ＴＧ２５−２７」と
名付けました。「稼ぐ力の向上」や「新中核事業の成長・拡大」に取り組んでいくとともに、繊維で培った技
術・経営資源をもとに新たなビジネスにチャレンジしてまいります。

〈シキボウグループ中期経営計画「ＴＧ２５−２７」成長への変革〉
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〈基本方針と取組み内容〉

〈目標とする経営指標〉
シキボウグループは、持続的成長と中長期的な企業価値の向上、財務の健全性確保、資本の効率性向上を目

的として、以下を経営指標としております。
24年度末
（実績）

27年度末
（計画）

有利子負債（億円）
（Ｄ／Ｅレシオ）

256
(0.73)

260
(0.72)

自己資本比率(％) 41.1 41.1

総資産(億円) 856 875

ＲＯＡ(％) 1.2 2.4

ＲＯＥ(％) 2.6 3.9

ＲＯＩＣ(％) 1.7 2.9
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「対処すべき課題」に対するセグメント別の取組みとしては次のとおりです。なお、新中核事業の拡大によ
り、新中期経営計画から産業材セグメントを産業資材セグメントと、機能材料セグメントに区分して開示する
こととしています。

（1）「繊維セグメント」では、製造コスト上昇により厳しい環境ではありますが、製販一体となった運営に加
え、市況の回復、価格改定等により、業績は回復傾向となっております。今後はグローバル事業展開の加速化
により海外販売の拡大を目指してまいります。さらに、「ビオグランデ®」、「彩生®」、「コットレジン®」等の
サステナブル商材の販売を推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
原糸販売事業は、連結子会社である新内外綿株式会社との連携強化を図り、国内販売では、杢糸等の差別化

糸を中心に別注販売を強化いたします。また、海外販売においても海外の連結子会社との連携により商圏拡大
を図ってまいります。
輸出衣料事業は、中東民族衣装用生地において中東市場の活況を受け、連結子会社である株式会社シキボウ

江南の生産能力を高めることで、さらなる販売数量拡大を図ります。また、中東民族衣装の関連衣料品の販売
構築も進めてまいります。
ユニフォーム事業は、株式会社シキボウ江南の生産効率化を進め、原価低減を目指すと共に、高付加価値商

材の開発および価格改定による収益改善も図ってまいります。
ニット製品事業は、海外の連結子会社であるシキボウベトナム有限会社と連携すると共に、バングラデシュ

やＡＳＥＡＮ諸国の協力会社とも関係を強化し、国内外の商圏拡大をめざしてまいります。
生活資材事業では、主要取引先との取組を強化し、サステナブル商材を中心とした差別化商材の開発および

販売拡大を推し進めてまいります。また、海外市場においても販売ルートの新規開拓を進めてまいります。メ
ディカル分野では、海外の連結子会社である敷紡(上海)国際商貿有限公司やシキボウベトナム有限会社と連携
し、海外における臭気対策剤「デオマジック®」の認知度を高め、販売拡大を推し進めてまいります。

（2）「産業資材セグメント」では、ドライヤーカンバス事業における紙需要減少による国内製紙会社での一部
の生産設備停止、フィルタークロス事業におけるクロス未使用型脱水機の普及や個別空調設備の普及等、厳し
い環境が続くものと予想されますが、引き続きシェアの拡大、生産性の向上に取り組み、国内トップポジショ
ンを堅持してまいります。
ドライヤーカンバス事業においては、海外市場での販売拡大や段ボール製造用コルゲーターベルト「Ｎ−Ｄ

ｒｙ®」の販売拡大等に取り組んでまいります。フィルタークロス事業においては、緻密クロスやリサイクル
原料を使用した環境配慮型商品の販売拡大、空気清浄装置分野では新規開発商品の販売拡大等に取り組み、売
上・利益の拡大を図ってまいります。
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（3）「機能材料セグメント」では、食品・化成品事業は、主力の食品用増粘安定剤（食品添加物）を配合する
ブレンド製品（粉体の混合）の生産能力増強と品質向上を目的として、連結子会社である株式会社シキボウ堺
の新工場が2025年1月に竣工し、生産増強体制が整いました。新工場では、生産能力が現有設備の約2.5倍に
拡大するとともに、クリーン度の高い室内環境と製造ラインへの洗浄装置の導入により、これまで取り扱いが
難しかった食品用増粘安定剤以外の素材等にも製造範囲が広がるため、新たな市場開拓や新規案件の獲得を図
ります。また食品用増粘安定剤は、消費者の「健康志向」や食の多様化により、機能性や利便性を求める食品
において需要増加が見込まれることから、当社も「脱臭」、「殺菌」等の付加価値のある商品開発を進め、販売
拡大に努めます。
複合材料事業は、航空・宇宙分野で新たなアイテムの製造を受託しており、量産のための製造設備の導入に

加え、人材教育を含めた生産体制と品質保証体制の構築を進めます。また省エネルギーや軽量化が求められる
エネルギーインフラ分野では、顧客ニーズに合致した繊維複合材料（ＦＲＰ）部品等の開発を進め、新規量産
品案件の受注を図ります。さらに複合材料事業の業容の拡大に向けては、今後も市場の成長が見込まれる航
空・宇宙分野を主体に、他社との業務提携等についても検討を進めてまいります。

（4）「不動産・サービスセグメント」では、引き続き安定的収益基盤の維持拡充を目指します。不動産賃貸事
業、リネンサプライ事業、物流事業を安定的に運営するほか、リネンサプライ事業では新規ホテルの獲得に努
め、現在開催中の大阪・関西万博を契機とした更なるインバウンド増を見込み、リネン生産設備更新による効
率化と増産体制の構築に取り組んでまいります。
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６．財産および損益の状況の推移
区 分

第209期
(20212022

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日
から
まで )

第210期
(20222023

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日
から
まで )

第211期
(20232024

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日
から
まで )

第212期（当期）
(20242025

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日
から
まで )

営
業
成
績

売 上 高（百万円） 35,670 37,893 38,681 39,087
経 常 利 益（百万円） 1,038 1,125 1,322 1,047

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 49 1,568 800 914

１株当たり当期純利益（円） 4.38 135.31 69.06 72.75
財
産
の
状
況

純 資 産（百万円） 31,808 33,357 34,080 35,238
１株当たり純資産額（円） 2,745.79 2,875.97 2,937.74 2,777.60
総 資 産（百万円） 81,596 82,043 83,299 85,611

（注）１．株式報酬制度（役員向け株式給付信託）に関する株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する自社の株式は、１株
当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、また、１株当たり当期純利益の算定
上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

２．第212期より「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28日）等を適用して
おり、第212期の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。



― 10 ―

７．重要な子会社の状況（2025年３月31日現在）
（1）重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

新 内 外 綿 株 式 会 社 100百万円 100.00％ 各種繊維製品の販売

丸ホームテキスタイル株式会社 60百万円 100.00％ 各種織物、繊維資材、寝具類および寝装
品の販売

株 式 会 社 シ キ ボ ウ 江 南 100百万円 100.00％ 各種繊維製品の製造

敷 島 カ ン バ ス 株 式 会 社 290百万円 100.00％ 製紙用ドライヤーカンバスおよびフィル
タークロス等の販売

株 式 会 社 シ キ ボ ウ 堺 100百万円 100.00％ 食品添加物および工業糊剤の製造

シキボウリネン株式会社 40百万円 100.00％ リネンサプライおよびホームクリーニン
グ

株式会社マーメイドテキスタイル
インダストリーインドネシア 40,560千米ドル 98.03％ 各種繊維製品の製造および販売

（2）特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

８．主要な事業内容（2025年３月31日現在）
事業区分 主要な品目またはサービス

繊維セグメント 繊維素材、糸、生地、製品、生地加工、縫製加工

産業材セグメント

（産業資材部門） 製紙用ドライヤーカンバス、フィルタークロス、
空気清浄装置の製造・販売およびメンテナンス

（機能材料部門） 食品添加物、工業用糊剤、航空機関連部品、その他複合材料

不動産・サービスセグメント 不動産の賃貸、管理および販売、リネンサプライ、倉庫業、配送業
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９．主要な営業所および工場（2025年３月31日現在）
（1）当 社
本 社 大阪市中央区備後町三丁目２番６号

支 社 東京支社（東京都中央区）

研 究 所 中央研究所（滋賀県東近江市）
工場および事業所 富山工場（富山県富山市）、鈴鹿工場（三重県鈴鹿市）、八日市工場（滋賀

県東近江市）、八幡工場（滋賀県近江八幡市）、八日市事業所（滋賀県東近
江市）、尾道事業所（広島県尾道市）、長野事業所（長野県上伊那郡）

（2）子会社等
繊維セグメント
（国 内） 株式会社マーメイドソーイング秋田（秋田県大仙市）、株式会社シキボウ

江南（愛知県江南市）、株式会社ナイガイテキスタイル（岐阜県海津市）、
新内外綿株式会社、丸ホームテキスタイル株式会社（以上、大阪市中央
区）

（海 外） 株式会社マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア（インドネ
シア）、敷紡（香港）有限公司、敷紡（上海）国際商貿有限公司、湖州敷
島福紡織品有限公司（以上、中国）、台湾敷紡股份有限公司（台湾）、ジェ
イ.ピー.ボスコ株式会社（タイ）、シキボウベトナム有限会社（ベトナム）

産業材セグメント
（国 内） 東洋空気調和株式会社（東京都新宿区）、敷島カンバス株式会社（大阪市

中央区）、株式会社シキボウ堺（堺市西区）、株式会社大和機械製作所（広
島県尾道市）

（海 外） 敷島工業織物（無錫）有限公司（中国）

不動産・サービスセグメント 株式会社シキボウ物流システム（千葉県柏市）、株式会社マーメイド広海
（静岡県浜松市）、シキボウ物流センター株式会社（岐阜県海津市）、株式
会社シキボウサービス（大阪市中央区）、Ｊリネンサービス株式会社（泉
佐野市）、シキボウリネン株式会社（和歌山県西牟婁郡）

（注）１．敷紡（香港）有限公司は2024年12月31日時点で休眠会社となっております。
２．上海敷島家用紡織有限公司は、2024年4月23日をもって敷紡（上海）国際商貿有限公司に社名変

更しております。
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10．従業員の状況（2025年３月31日現在）
従 業 員 数 前 期 末 比 増 減

2,175名 23名減

11．主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高（百万円）

株 式 会 社 り そ な 銀 行 6,628
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 5,837
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,938

12．その他企業集団の現況に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。
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Ⅱ．会社の現況
１．株式の状況（2025年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 35,000,000株
（2）発行済株式総数 12,810,829株（うち自己株式 114,384株）
（3）株主数 16,755名
（4）大株主（上位10位）

株 主 名 持 株 数（千株） 持 株 比 率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,756 13.83
シ キ ボ ウ 従 業 員 持 株 会 567 4.47
シ キ ボ ウ 取 引 先 持 株 会 393 3.10
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （信 託 口） 348 2.75
シ キ ボ ウ 労 働 組 合 120 0.95
野 村 證 券 株 式 会 社 117 0.93
上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 96 0.76
後 藤 次 郎 86 0.68
ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＣＯＲＥ ＥＱＵＩＴＹ ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ
ＤＦＡ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ ＧＲＯＵＰ ＩＮＣ 78 0.62

有 限 会 社 徳 島 商 科 75 0.60
（注）１．当社は、自己株式を114,384株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
３．当社は株式報酬制度（役員向け株式給付信託）を導入しており、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が当社株式
19,524株を取得しております。なお、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式については、自己株
式に含めておりません。
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(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

区 分 株 式 数 交付対象者数
監査等委員である取締役以外の取締役 43,472株 3名
監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 5,016株 1名
執 行 役 員 38,226株 9名
（注）当社は、2024年6月27日開催の第211期定時株主総会決議に基づき、役員向け株式給付信託（RS交付型）に改定いたしま

した。本制度の改定に伴い、改定前の制度に基づく株式報酬については一括して交付されており、上記株式数はこれに相当
する株式および退任した当社取締役および執行役員に交付した株式数を含んでおります。

（6）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

２．新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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３．会社役員の状況
（1）取締役の状況（2025年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 清 原 幹 夫

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 尻 家 正 博

取 締 役
（常勤監査等委員） 竹 田 広 明

取 締 役
（監査等委員） 野 邊 義 郎 野邊義郎公認会計士・税理士事務所 公認会計士

取 締 役
（監査等委員） 宇 野 保 範 学校法人大阪青山学園 常務理事

大阪青山大学 副学長
取 締 役
（監査等委員） 細 田 祥 子 弁護士法人淺田法律事務所 弁護士

株式会社三宝化学研究所 社外取締役
（注）１．取締役（監査等委員）野邊義郎、宇野保範および細田祥子の各氏は、社外取締役であります。

２．取締役（監査等委員）細田祥子氏は、職業上使用している氏名を表記しておりますが、戸籍上の氏名は髙橋祥子氏であ
ります。

３．取締役（監査等委員）野邊義郎氏は公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものでありま
す。

４．当社は、監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集および重要な社内会
議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、竹田広明氏を常勤の監査等
委員として選定しております。

５．当社は、取締役(監査等委員）野邊義郎、宇野保範および細田祥子の各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社と各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の責任の限度額は、同法第425条第１項各号の
定める額の合計額を限度として責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。

（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、

保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金および争訟
費用による損害を填補することとしております。また、保険料については当社が全額負担しております。
当社は、上記保険契約により被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、当該保険契約

において被保険者の犯罪行為など一定の事由に起因する損害については、填補の対象としない旨を定めてお
ります。
なお、当該保険の被保険者は、当社の取締役、執行役員、理事、重要な使用人および国内関係会社役員と

なります。
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（4）取締役の報酬等
①取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役（監査等委員を除く。）および執行役員の個人別の報酬等に係る決定方針（以下「決定

方針」という。）を定めております。

（ⅰ）決定方針の決定の方法
決定方針は、任意の諮問委員会である人事委員会の諮問を経て、監査等委員会の審議の後、取締役会

で決定しております。
（ⅱ）決定方針の内容の概要

当社の役員報酬は、同業または同規模の他企業の役員報酬水準を踏まえ、業績に連動しない基本報酬
と業績目標の達成度により変動する全社業績報酬、各部門の業績達成度により変動する部門業績報酬、
当社グループの将来価値の向上に資するための中長期的インセンティブとしての株式報酬で構成されて
おります。
基本報酬の額は、各取締役（監査等委員を除く。）および執行役員が委嘱された役位、社会水準等を

勘案した額としております。
全社業績報酬の額は、執行役員（取締役兼務執行役員を含む。）に対し、営業利益を中心とした全社

業績および株式配当可能額を勘案して算定されます。部門業績報酬の額は、各事業部門の業績に応じて
その部門を担当する執行役員（取締役兼務執行役員を含む。）の基本報酬の額に係数を乗じ算定されま
す。
これら指標は、当社グループの将来的価値の向上に資するものであることから、業績連動報酬の額の

算定の基礎として選定しております。

業績連動報酬の額の算定に用いた指標に関する実績（2024年3月期）
(単位：百万円）

セグメント 繊維 産業材 不動産・サービス 調整 全社

売 上 19,899 13,500 5,896 △615 38,681

営 業 利 益 △277 555 1,978 △827 1,428

株式報酬は、各取締役（監査等委員を含む。）および執行役員が、株主の皆様との価値共有を図り、中
長期的な企業価値および株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すことを目的とし、当社株式の交付に
先立ち、当社と各取締役（監査等委員を含む。）および執行役員との間で、譲渡制限契約を締結すること
を条件として、当社株式の交付を受けるものとしております。
同報酬は、役員報酬に係る役員株式給付規程に従い、各取締役（監査等委員を含む。）および執行役員

に対し、原則として毎年一定の時期に株式を交付するもので、委嘱された役位に応じてポイントを付与
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し、株式交付に際し、１ポイント当たり当社株式１株に換算されます。
取締役（監査等委員を除く。）および執行役員の個人別の報酬等における上記種類別の報酬割合は、人

事委員会の答申および監査等委員会の意見に基づき、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属
する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど株式報酬の割合が高くなるよう取締役
会で決定しております。

（ⅲ）当該事業年度に係る取締役（監査等委員を除く。）および執行役員の個人別の報酬等の内容が決定
方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役会は、代表取締役社長執行役員に具体的内容（個人別の基本報酬および部門業績報酬の額）の
決定を委任しております。取締役会は、その決定にあたり代表取締役社長執行役員が人事委員会におけ
る答申および監査等委員会の意見を踏まえることを条件としており、当該事業年度に係る取締役（監査
等委員を除く。）および執行役員の個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであるとの判断をし
ております。

②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査等委員である取締役以外の取締役（３名）の報酬限度額は、2018年６月28日開催の第205期定時

株主総会において月額2,400万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されております。
また、監査等委員である取締役（４名）の報酬限度額は、2016年６月29日開催の第203期定時株主総

会において月額500万円以内と決議されております。
なお、株式報酬については、2024年６月27日開催の第211期定時株主総会において、監査等委員であ

る取締役以外の取締役（2名）に交付する株式の上限を年間６千５百株、監査等委員である取締役（4名）
に交付する株式の上限を年間３千５百株、執行役員等に交付する株式の上限を年間1万４千株としており
ます。また、本株式報酬は監査等委員である取締役以外の取締役に係る報酬等の上限額（月額2,400万円）
および監査等委員である取締役に係る報酬等の上限額（月額500万円）の範囲内に含めるものとしており
ます。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

委任を受けた者 代表取締役 社長執行役員 尻家 正博

委任された権限の内容 個人別の基本報酬および部門業績報酬の額の決定

権限を委任した理由
代表取締役社長執行役員は、当社グループ全体の業績を
把握しており、各取締役が担当する事業に対する評価を
行うのに適任であるため委任しております。

委任された権限が適切
に行使されるようにす
るために講じた措置

①（ⅲ）をご参照ください。



― 18 ―

④当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

監査等委員である取
締役以外の取締役

59 52 3 3 3

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

33
（15）

31
（14） ― 1

（1）
4

（3）
（注）取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

⑤社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。
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（5）社外役員に関する事項
①重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
取締役（監査等委員）野邊義郎氏は野邊義郎公認会計士・税理士事務所所属の公認会計士であります。
取締役（監査等委員）宇野保範氏は学校法人大阪青山学園の常務理事および大阪青山大学の副学長であ

ります。
取締役（監査等委員）細田祥子氏は弁護士法人淺田法律事務所所属の弁護士および株式会社三宝化学研

究所の社外取締役であります。
当社と各社外役員の兼職先との間には特別の関係はありません。

②主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。

③当社の報酬等
当事業年度において社外役員（3名）に支払った報酬の総額は15百万円であります。

④社外役員の主な活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要
氏名および区分 主な活動状況

野邊 義郎
社外取締役
（監査等委員）

当事業年度開催の取締役会全22回すべてに出席し、議案審議に必要な発言をしております。
同様に当事業年度開催の監査等委員会全20回すべてに出席し、監査結果に対する意見交換お

よび監査に関する重要事項の協議等を行っております。
また、当事業年度開催の任意の諮問委員会である人事委員会全4回すべてに出席し、役員候

補者の選任および役員の処遇について意見交換を行っております。

宇野 保範
社外取締役
（監査等委員）

当事業年度開催の取締役会全22回すべてに出席し、議案審議に必要な発言をしております。
同様に当事業年度開催の監査等委員会に19回出席し、監査結果に対する意見交換および監査

に関する重要事項の協議等を行っております。
また、当事業年度開催の任意の諮問委員会である人事委員会全4回すべてに出席し、役員候

補者の選任および役員の処遇について意見交換を行っております。

細田 祥子
社外取締役
（監査等委員）

当事業年度開催の取締役会全22回すべてに出席し、議案審議に必要な発言をしております。
同様に当事業年度開催の監査等委員会に19回出席し、監査結果に対する意見交換および監査

に関する重要事項の協議等を行っております。
また、当事業年度開催の任意の諮問委員会である人事委員会全4回すべてに出席し、役員候

補者の選任および役員の処遇について意見交換を行っております。
（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第26条第２項の規定に基づき、取締役会決議があったも

のとみなす書面決議が１回ありました。
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氏名 期待される役割に関して行った職務の概要

野邊 義郎

主に公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験および複数の事業会社における社外監査役と
しての経験に基づき、「財務・会計」「ガバナンス」「法務・リスクマネジメント」の観点を中心
に適切な経営判断のための助言・発言を行うことで業務執行の監督を行っております。
取締役会においては、事業ポートフォリオの見直しに関して、事業戦略や事業計画の妥当性・正
確性について独立した立場で助言・発言を行っており、本年度は中期経営計画策定においても助
言・監督を行っております。
監査等委員会においては、当社グループの監査体制強化および子会社監査役との連携の重要性に
ついて意見し、また適切な監査実施や監査意見の形成のため、適宜必要な発言を行っておりま
す。
人事委員会においては、人事委員会の在り方について適宜必要な発言を行っております。また幹
部従業員昇格プログラムに参画し、将来の経営陣幹部候補者の育成にも関与しております。

宇野 保範

主に金融機関での内部監査部門・経営管理部門でのガバナンス体制の構築・強化の経験・見識お
よび金融機関や学校法人での経営の経験に基づき、「ガバナンス」「財務・会計」「法務・リスク
マネジメント」の観点を中心に適切な経営判断のための助言・発言を行うことで業務執行の監督
を行っております。
取締役会においては、大口設備投資案件や業務提携等について、様々なリスクや法的な観点も踏
まえて十分な検討ができるよう、助言・発言を行っており、本年度は中期経営計画策定において
も助言・監督を行っております。
監査等委員会においては、管理部門の業務効率向上の必要性および当社グループにおける内部統
制上の課題について意見し、また適切な監査実施や監査意見の形成のため、適宜必要な発言を行
っております。
人事委員会においては、役員の評価体制や経営陣幹部・取締役の育成プラン等について、助言・
発言を行うとともに、幹部従業員昇格プログラムに参画し、将来の経営陣幹部候補者の育成にも
関与しております。

細田 祥子

主に弁護士としての豊富な経験と幅広い知見および事業会社での社外取締役としての経験、さら
に事業会社における社内不祥事への対応の知見に基づき、「法務・リスクマネジメント」「サステ
ナビリティ（社会）」「ガバナンス」の観点を中心に適切な経営判断のための助言・発言を行うこ
とで業務執行の監督を行っております。
取締役会においては、人事・ダイバーシティ戦略の重要性について進言し、特に女性の中核人材
の育成の必要性について助言・発言を行っており、本年度は中期経営計画策定においても助言・
監督を行っております。
監査等委員会においても、女性活躍推進の取組みおよび当社グループの内部統制上の課題につい
て意見し、また適切な監査実施や監査意見の形成のため、適宜必要な発言を行っております。
人事委員会においては、役員報酬のあり方や取締役会に必要なスキルについて助言・発言を行う
とともに、幹部従業員昇格プログラムに参画し、将来の経営陣幹部候補者の育成にも関与してお
ります。
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４．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

（2）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 67百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 67百万円

（注）１．会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、会計監査人である PwC Japan有限責任監査法人から
受けた当事業年度の監査計画に係る監査時間・配員計画から見積もられた報酬額の算出根拠等について、監査業務と報酬
との対応関係が詳細かつ明瞭であることから、合理的なものであると判断いたしました。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を
区分しておりませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

３．当社の重要な子会社である株式会社マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシアにつきましては、当社の会計
監査人以外の監査法人等（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総

会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められた

場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した
監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。
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５．会社の体制および方針
剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、財務の健全性の確保、資本の効率性の向上、

株主還元強化の最適なバランスを追求することを資本政策の基本方針としております。
この方針のもと、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付け、 配当金につきま

しては、事業年度ごとの利益の状況、将来の事業展開などを勘案しつつ、安定した配当を維持するとともに
株主の皆様への利益還元を積極的に行うことを剰余金の配当等の決定に関する方針としております。
なお、株主の皆様へのより迅速な利益還元を図るため、今期より中間配当を実施し、2024年12月4日に

中間配当として１株あたり25円を実施しております。期末配当については、１株あたり25円を実施し、合
計では前期と同額の１株あたり50円の年間配当を予定しております。
内部留保資金につきましては、財務体質の強化および将来にわたる安定的な株主利益の確保のため、事業

の拡大・効率化投資および厳しい経営環境に勝ち残るための新技術・新工法開発のために有効活用していき
たいと考えております。

（注） 本事業報告中の金額、株式数は表示単位未満を切り捨てて、パーセンテージは表示単位未満を四捨五入して表示しておりま
す。
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連 結 貸 借 対 照 表 （2025年３月31日現在）
（単位 百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

25,794
5,903
7,001
2,071
5,658
2,094
1,826
70

1,242
△73

59,816
55,702
13,060
3,426
152

37,941
1,036
84
618

3,494
1,112
200

1,844
534

△196

流 動 負 債 17,211
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,772
電 子 記 録 債 務 1,397
短 期 借 入 金 9,293
1 年内償還予定の社債 860
未 払 費 用 608
未 払 法 人 税 等 181
未 払 消 費 税 等 199
賞 与 引 当 金 653
そ の 他 1,244

固 定 負 債 33,161
社 債 1,140
長 期 借 入 金 14,380
リ ー ス 債 務 947
繰 延 税 金 負 債 185
再評価に係る繰延税金負債 6,342
退 職 給 付 に 係 る 負 債 5,686
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 73
修 繕 引 当 金 110
長 期 預 り 敷 金 保 証 金 4,142
そ の 他 150

負 債 合 計 50,372
純 資 産 の 部

株 主 資 本 22,320
資 本 金 11,820
資 本 剰 余 金 1,381
利 益 剰 余 金 9,274
自 己 株 式 △156

その他の包括利益累計額 12,890
その他有価証券評価差額金 303
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 27
土 地 再 評 価 差 額 金 13,197
為 替 換 算 調 整 勘 定 △498
退職給付に係る調整累計額 △139

非 支 配 株 主 持 分 27
純 資 産 合 計 35,238

資 産 合 計 85,611 負 債 及 び 純 資 産 合 計 85,611
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書（2024
2025

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位 百万円）
科 目 金 額

売 上 高 39,087
売 上 原 価 31,852
売 上 総 利 益 7,234
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,888
営 業 利 益 1,346
営 業 外 収 益

受 取 利 息 24
受 取 配 当 金 30
受 取 賃 貸 料 0
補 助 金 収 入 45
雑 収 入 45 145

営 業 外 費 用
ア レ ン ジ メ ン ト フ ィ ー 81
支 払 利 息 263
社 債 発 行 費 15
為 替 差 損 10
雑 支 出 73 444

経 常 利 益 1,047
特 別 利 益

補 助 金 収 入 8
投 資 有 価 証 券 売 却 益 305
そ の 他 2 315

特 別 損 失
災 害 損 失 3
固 定 資 産 圧 縮 損 8
減 損 損 失 8
固 定 資 産 除 却 損 7
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 92
そ の 他 6 126

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,237
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 217
法 人 税 等 調 整 額 106 323
当 期 純 利 益 914
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △0
親会社株主に帰属する当期純利益 914

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表 （2025年３月31日現在）
（単位 百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

17,227
2,216
199

4,651
1,047
4,569
1,396
479
144
70
524

2,031
35

△139
60,477
42,664
8,635
156
793
1
56

32,476
527
16
500
440
60
0

17,312
526

9,461
1

1,337
200

3,600
43

2,151
180

△190

流 動 負 債 17,227
支 払 手 形 70
買 掛 金 2,195
電 子 記 録 債 務 1,109
短 期 借 入 金 5,600
1年内返済予定の長期借入金 3,572
1 年内償還予定の社債 860
リ ー ス 債 務 107
未 払 金 453
未 払 費 用 220
未 払 法 人 税 等 95
未 払 消 費 税 等 41
前 受 金 162
預 り 金 1,418
CMS 預 り 金 828
1年内返還予定の預り保証金 0
賞 与 引 当 金 459
そ の 他 32

固 定 負 債 30,520
社 債 1,140
長 期 借 入 金 14,280
リ ー ス 債 務 471
再評価に係る繰延税金負債 6,021
退 職 給 付 引 当 金 4,296
修 繕 引 当 金 102
長 期 預 り 敷 金 保 証 金 4,141
そ の 他 65

負 債 合 計 47,748
純 資 産 の 部

株 主 資 本 17,182
資 本 金 11,820
資 本 剰 余 金 1,462
資 本 準 備 金 1,462

利 益 剰 余 金 4,055
利 益 準 備 金 733
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,321
繰 越 利 益 剰 余 金 3,321

自 己 株 式 △156
評 価 ・ 換 算 差 額 等 12,773
その他有価証券評価差額金 143
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 27
土 地 再 評 価 差 額 金 12,603
純 資 産 合 計 29,956

資 産 合 計 77,704 負 債 及 び 純 資 産 合 計 77,704
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書（2024
2025

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位 百万円）
科 目 金 額

売 上 高 27,213
売 上 原 価 22,825
売 上 総 利 益 4,387
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,625
営 業 利 益 762
営 業 外 収 益

受 取 利 息 46
受 取 配 当 金 1,127
業 務 受 託 料 20
雑 収 入 48 1,243

営 業 外 費 用
支 払 利 息 274
社 債 利 息 13
ア レ ン ジ メ ン ト フ ィ ー 81
為 替 差 損 13
出 向 者 人 件 費 206
雑 支 出 94 682

経 常 利 益 1,323
特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 305 305
特 別 損 失

災 害 損 失 3
減 損 損 失 8
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 107
固 定 資 産 除 却 損 3
そ の 他 1 123

税 引 前 当 期 純 利 益 1,504
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 △0
法 人 税 等 調 整 額 59 58
当 期 純 利 益 1,446

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年5月20日
シ キ ボ ウ 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 北 野 和 行
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 本 憲 吾

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、シキボウ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの

連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シキ

ボウ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる
取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又
は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年5月20日
シ キ ボ ウ 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 北 野 和 行
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 山 本 憲 吾

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、シキボウ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日

までの第212期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに
その附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか

を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重

要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第212期事業年度における
取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告い
たします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締
役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につ
いて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に則り、監査の方針、職務の分担
等に従い、重点監査項目を設定し、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び執行
役員等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要
な文書等を閲覧し、また内部監査部門等から報告を受け、本社及び主要な事業所におい
て業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結
計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）に
ついて検討いたしました。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。
（3） 連結計算書類の監査結果

会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2025年５月21日

シキボウ株式会社 監査等委員会
監査等委員 竹 田 広 明 ㊞
監査等委員 野 邊 義 郎 ㊞
監査等委員 宇 野 保 範 ㊞
監査等委員 髙 橋 祥 子 ㊞

（細 田 祥 子）

（注） 監査等委員 野邊義郎、宇野保範及び髙橋祥子は、会社法第2条第15号及び第331条第
6項に規定する社外取締役であります。

以 上
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
（業務の適正を確保するための体制）
当社では、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制およびその他会社の業

務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システムの基本方針」を次のとおり定めております。
当事業年度においては、コンプライアンス体制の強化、リスク管理体制の強化、監査体制の強化を目的とし

て、一部改定を行っております。

１．当社および当社の子会社の取締役・執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合すること
を確保するための体制
（1）当社および当社の子会社からなる企業集団（以下、「シキボウグループ」という。）は、法令遵守と企業
倫理遂行の立場を明確にするため、行動規範、行動指針および行動基準を定め、これを「シキボウグルー
プコンプライアンスマニュアル」として取りまとめ、シキボウグループ全体にコンプライアンスを尊重す
る文化、風土の醸成、浸透がされるように努める。

（2）当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、当社の代表取締役社長執行役員を委員長とし当
社の取締役・執行役員等およびシキボウグループ子会社各社の代表者を委員とする「コンプライアンス委
員会」を設置し、シキボウグループ全体にコンプライアンスを徹底させるための取り組みおよび取締役会
へのコンプライアンス体制の構築および運用に関する提案、諮問に対する答申、報告を行う。

（3）シキボウグループとしての報告（財務情報を含む。）の信頼性を確保するため、報告に関する内部統制
システムを構築する。

（4）当社は、企業統治機能の強化を図るための組織として、監査等委員会が統括する内部監査部門を設置
し、内部統制システムの一層の強化を図る。この内部統制システムは、対象範囲をシキボウグループ全体
とする。

（5）当社は内部通報制度を設け、違法行為等が発生し、または発生するおそれがあると判断した場合には、
内部通報窓口に直ちに通報するものとする社内規程をシキボウグループ各社で定める。この内部通報制度
の対象範囲は、シキボウグループ全体だけでなくシキボウグループのコンプライアンス体制を維持するう
えで必要と認められる関係者を含める。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
（1）当社は、法令および社内規程に定める文書保存期間に従い、適切に文書等の保存および管理を行う。
（2）情報の管理については、営業秘密に関する社内規程や運用指針、個人情報の保護に関する社内規程等に
より基本的事項を定め、業務の適正円滑な遂行を図る。

（3）情報の適切な管理を行うため、法令および社内規程に定める開示ルールに従い、情報の適時開示に努め
る。
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３．当社およびシキボウグループ子会社各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）当社は、取締役会、監査等委員会および経営会議によりシキボウグループの内外の経営環境および業務
執行状況の把握に努める。
当社は、「リスクマネジメント基本規程」を定め、リスク管理の最高責任者を代表取締役社長執行役員

とし、リスクマネジメント委員会を設け、リスク管理についての基本方針の策定、リスクアセスメントの
実施、優先的に対応するべきリスクの選定、リスクへの対策計画の承認および結果確認、レビューの実施
等リスクに対する適切な管理を行う。

（2）リスクマネジメント委員会が把握したリスクについては、当該リスクを所管する部署を定めるほか、そ
の重要性、範囲等に応じ、グループとして横断的なリスクに対応するため次の専門の委員会を設ける。
コンプライアンス委員会
中央安全衛生委員会
環境委員会

（3）当社は事業部門をリスク管理の第１ラインとし、業務に関する管理統制を行い、管理部門各セクション
を第２ラインとして、日常的なチェックにより内部統制およびリスク管理に対するサポートを行うととも
に、企業価値を損なうリスクの発生を未然に防止するために必要な措置またはリスクを最小化するために
必要な措置を講じる。内部監査部門は、第１、第２ラインから独立した第３ラインとして、監査等委員会
の統括の下で財務情報および業務情報の信頼性、業務の経済性、ならびに業務の効率性、有効性および適
法性を検証する。

（4）万一事故やトラブル等の緊急事態が発生した場合は、経営トップを本部長とする対策本部を設置し、情
報の収集と指揮命令系統の一元化を図り、危機管理に当たることとする。

（5）前(1)および(2)の損失の危険の管理の対象範囲をシキボウグループ全体とし、必要な規程、体制を構築
する。

４．当社およびシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員等および使用人の職務の執行が効率的に行わ
れることを確保するための体制
（1）当社は、執行役員制度を設け業務執行とその監督を執行役員と取締役会がそれぞれ分担する。また、当
社は、監査等委員会設置会社として、代表取締役社長執行役員に重要な業務執行の全部または一部を委任
し効率的な業務執行を行う。
取締役会は、定期または臨時で開催し、経営の基本方針および経営に関する重要な事項を審議し決定

し、代表取締役および執行役員の職務の執行を監督する。また、社長執行役員が重要な業務の執行を決定
する際には、主として執行役員をもって構成される経営会議を定期または臨時に開催し、重要な業務執行
を審議する。
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（2）経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底および記録保存等の取扱いについては社
内規程を定める。さらに、取締役会で決議すべき事項およびその他の重要事項は、「取締役会規則」、「経
営会議規程」および「重要事項取扱規程」に定め、法令および定款の定めに則った適法かつ円滑な運営を
図る。

（3）当社は、シキボウグループ子会社各社における取締役およびその使用人の職務の執行が効率的に行われ
るよう、原則としてシキボウグループ子会社各社において少なくとも３か月に１回以上の取締役会を開催
し、経営の方針および経営に関する重要な事項を審議決定する旨の社内規程を定める。

（4）当社は、シキボウグループ子会社各社の、経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹
底および記録保存等の取扱いについて社内規程を定める。

５．シキボウグループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、シキボウグループの経営理念の実現と持続的な企業価値の向上を目指し、その総合力発揮に資

するため、シキボウグループ各社の管理に関する「関係会社管理規程」等必要な規程を定める。これらの
規程に基づき、シキボウグループ子会社各社についての重要事項は、当社の取締役会への付議または報告
を要することとする。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締
役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する体制ならびに当該取締役および使用人に対す
る指示の実効性の確保に関する事項
（1）当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役または使用人を置くことを求めた場合は、必要に応
じて適任者を選任し、その人事については、監査等委員会の意見を十分尊重するものとする。

（2）前（1）の補助すべき取締役または使用人を置いた場合、それらの者は監査等委員会の指揮命令に従う
ものとする。

７．当社およびシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員、監査役および使用人が当社の監査等委員会
に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（1）当社の監査等委員である取締役以外の取締役および執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ
る事実があることを発見したときは、直ちに監査等委員会に報告することとする。

（2）当社の使用人ならびにシキボウグループ子会社各社の取締役、監査役および使用人は、違法行為等が発
生し、または発生するおそれがあると判断した場合には、当社またはシキボウグループ子会社各社の内部
通報制度に従い内部通報窓口に直ちに通報するものとし、通報を受けた内部通報窓口部署は、当社の監査
等委員会に対して内部通報事案について伝達をする。監査等委員会は、内部通報事案についての調査を行
い、違法行為が確認された場合、是正委員会による対応を行う。調査・対応の結果については取締役会に
報告をする。
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（3）当社は、内部通報窓口へ通報を行った者ならびに監査等委員会または内部通報窓口へ報告を行った当社
およびシキボウグループ子会社各社の役職員に対し、当該通報・報告をしたことを理由として不利な取り
扱いを行う事を禁止し、その旨を当社およびシキボウグループ子会社各社の取締役・執行役員、監査役お
よび使用人に周知する。

（4）当社の監査等委員は、代表取締役と定期的に会合をもつほか、重要な意思決定の過程および業務の執行
状況を把握するため、取締役会、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、必要に応じて業務
執行に関する重要な書類を閲覧し、シキボウグループの取締役・執行役員、監査役または使用人にその説
明を求めることができるものとする。

（5）当社の監査等委員会は、内部監査部門を統括し、シキボウグループの取締役・執行役員、監査役および
使用人から報告を受けるほか、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めるものとす
る。また、シキボウグループ子会社監査役からなる監査役連絡会を開催し、子会社監査役監査の品質向上
を支援することでシキボウグループ全体の監査の実効性を確保する。

（6）当社は当社の監査等委員会が指定する監査等委員ならびに監査等委員会がその職務を補助すべき取締役
または使用人を置いた場合において当該取締役および使用人がシキボウグループ各社の監査を実施するこ
とを求めた場合、これを確実に実施するために必要な規程および体制を構築する。

（7）当社は当社の監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第３９９条の２第４項に基づ
く費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行（監
査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費
用または債務を処理する。

（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）
当社は、監査等委員会制度を採用しており、取締役会の監視・監督機能の強化、権限の委譲による迅速な意思

決定ならびに業務執行による経営の公正性、透明性および効率性の向上など、コーポレート・ガバナンス体制の
強化を図っております。
当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況は、以下のとおりであります。
①取締役会は22回開催され、経営の基本方針および重要な事項を決定するとともに、取締役および執行役員の
職務執行を監督しております。

②監査等委員会は20回開催され、監査方針、監査計画を協議決定し、取締役の業務執行の適法性および妥当性
について監査、監督しております。また、監査等委員は、毎四半期決算ごとの監査法人との情報交換を実施
しております。

③監査等委員会は、内部監査部門との間に直接のレポートラインを構築し内部監査に係る監査結果について定
期的に報告を受けるほか、シキボウグループ子会社監査役からなる監査役連絡会を開催し、子会社の監査役
と情報交換を実施しております。

④当社では３．（３）に記載のリスク管理における3つのラインに加え、外部弁護士ほかを窓口とする内部通報
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制度を設けております。
⑤当社では、独立性・客観性を担保するため、構成員の過半数を社外取締役とする任意の諮問委員会である
「人事委員会」を設置しております。同委員会は、4回開催され、役員の人事および報酬等に関し審議し、取
締役会へ答申しております。

⑥サステナビリティ推進委員会は、当社グループにおけるサステナビリティに関する取組みについて、取締役
会に2回報告・答申しております。

⑦リスクマネジメント委員会は、監査等委員会の助言および勧告を踏まえて当社グループのリスクアセスメン
トを実施し、その結果および対応について取締役会に答申しております。

⑧コンプライアンス委員会は、２回開催され、取締役会へコンプライアンスに関する各種提言をするととも
に、役員および従業員に対する講演会の企画等コンプライアンス意識醸成のための取組みを行っておりま
す。

⑨中央安全衛生委員会では委員会を２回、研修を１回開催し、当社グループの労働災害防止と職場環境の継続
的な改善に対する取組みを統括するとともに、取締役会に対して報告しております。

⑩環境委員会は、気候変動に関する当社グループの温室効果ガス（GHG）排出量や各種環境データの情報開示
に向けた取組みを行っております。
（注）上記①の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第26条第２項の規定に基づき、取締役会決議があった

ものとみなす書面決議が１回ありました。
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連結株主資本等変動計算書（2024
2025

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位 百万円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 11,336 896 9,254 △242 21,244
当 期 変 動 額
新株の発行（新株予約権の行使） 484 484 − − 969
剰 余 金 の 配 当 − − △902 − △902
土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 − − 8 − 8
親会社株主に帰属する当期純利益 − − 914 − 914
自 己 株 式 の 取 得 − − − △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 − − △0 87 87
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） − − − − −

当 期 変 動 額 合 計 484 484 20 86 1,076
当 期 末 残 高 11,820 1,381 9,274 △156 22,320

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新株予約権 非 支 配

株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為替換算調整
勘 定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額
合 計

当 期 首 残 高 468 30 13,385 △864 △213 12,806 6 23 34,080
当 期 変 動 額
新株の発行（新株予約権の行使） − − − − − − − − 969
剰 余 金 の 配 当 − − − − − − − − △902
土 地 再評価差額金の取崩 − − − − − − − − 8
親会社株主に帰属する当期純利益 − − − − − − − − 914
自 己 株 式 の 取 得 − − − − − − − − △0
自 己 株 式 の 処 分 − − − − − − − − 87
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） △165 △2 △187 366 73 84 △6 3 81

当 期 変 動 額 合 計 △165 △2 △187 366 73 84 △6 3 1,157
当 期 末 残 高 303 27 13,197 △498 △139 12,890 − 27 35,238

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社は24社であり、主要な連結子会社は、新内外綿株式会社、丸ホームテキスタイル株式会社、株式
会社シキボウ江南、敷島カンバス株式会社、株式会社シキボウ堺、シキボウリネン株式会社および株式会社マ
ーメイドテキスタイルインダストリーインドネシアであります。

２．連結の範囲の重要な変更
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社24社のうち、株式会社マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア、敷紡（香港）有限

公司、敷紡貿易（上海）有限公司、敷紡（上海）国際商貿有限公司、湖州敷島福紡織品有限公司、台湾敷紡股
份有限公司、シキボウベトナム有限会社、ジェイ．ピー．ボスコ株式会社および敷島工業織物（無錫）有限公
司の事業年度の末日は12月31日、また、新内外綿株式会社および株式会社ナイガイテキスタイルの事業年度
の末日は３月25日であります。連結計算書類作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日と
の間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

４．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。

② デリバティブ
時価法を採用しております。

③ 棚卸資産
総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。なお、連結子

会社については、主として移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用し
ております。

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備および構築物、賃貸用店舗については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
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② 無形固定資産（リース資産およびのれんを除く）
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

ります。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零（残価保証がある場合は当該金額）とする定額法を採用

しております。
④ 長期前払費用

定額法を採用しております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

主として、債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
主として、従業員（使用人兼務役員の使用人分を含む）に対して支給する賞与の支出に充てるため、将

来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金

国内連結子会社の一部については、役員の退任により支払う退職慰労金に充てるため、内規に基づく当
連結会計年度末日要支給見込額を計上しております。

④ 修繕引当金
長期賃貸契約を締結している大規模商業施設等における将来の定期的な修繕に要する支出に備えるた

め、当連結会計年度に負担すべき金額を計上しております。
（4）退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として

10年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（主として10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し
ております。
未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額については、税効果を調整の上、純資産の部

におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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（5）重要な収益および費用の計上基準
当社および連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容お

よび当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 繊維セグメント

繊維セグメントにおいては、主に繊維製品の製造販売を行っております。当該販売については、顧客に
引き渡された時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売について
は、出荷時点で収益を認識しております。
なお、当該販売のうち、当社および連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当

事者が提供する製品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識
しております。

② 産業材セグメント
産業材セグメントにおいては、主に工業用品、化成品等の製造販売を行っております。当該販売につい

ては、顧客に引き渡された時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の
販売については、出荷時点で収益を認識しております。

③ 不動産・サービスセグメント
不動産・サービスセグメントにおいては、主に不動産賃貸、リネンサプライ業等を行っており、これら

は国内のみの取引となっております。
不動産賃貸業においては賃貸借契約期間に基づく契約上の収受すべき月当たりの賃借料を基準として、

その経過期間に対応する賃借料を計上しております。リネンサプライ業等は契約における義務を履行した
ときに収益を認識しております。

（6）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等について
は、振当処理を行っております。また、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、
特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建予定取引
金利スワップ 借入金

③ ヘッジの方針
為替レート変動によるリスクおよび有利子負債の金利変動に対するリスクをヘッジする目的で行ってお

ります。
④ ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象について、それぞれの既に経過した期間におけるキャッシュ・フロー累計額を
比較して有効性の判定を行っております。
ただし、為替予約については、すべて将来の購入予定等に基づいており、外貨建予定取引の実行可能性

が極めて高いため、有効性の判定を省略しております。
また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。
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（7）その他連結計算書類作成のための重要な事項
① グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。
② 法人税および地方法人税の会計処理並びにこれらに関する税効果会計の会計処理

当社および国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適
用する場合の会計処理および開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、
法人税および地方法人税の会計処理並びにこれらに関する税効果会計の会計処理および開示を行っており
ます。

（表示方法の変更）
該当事項はありません。

（会計方針の変更）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022
年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第

20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経
過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結計算書

類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会計年度の期首から適
用しております。なお、当該会計方針の変更は、遡及適用されております。
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（重要な会計上の見積り）
１．固定資産の減損損失
（1）連結計算書類に計上した金額
① 減損の兆候が識別され、当連結会計年度に減損損失を計上した資産グループ

固定資産帳簿価額 減損損失
シキボウ㈱駒野賃貸募集地 334 8 百万円

② 減損の兆候が識別されたものの、当連結会計年度に減損損失を計上していない資産グループ
固定資産帳簿価額

シキボウ㈱繊維部門 1,225 百万円
シキボウ㈱富山工場賃貸募集地 208
シキボウ㈱八幡工場明日寮 25
㈱シキボウ江南 4,325
ジェイ．ピー．ボスコ㈱ 0
敷紡（上海）国際商貿有限公司 0

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは減損損失の算定に当たり、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローを生み出す最

小の単位に基づきグルーピングを行っております。賃貸用資産については、物件単位ごとにグルーピングを
行っております。
減損の兆候判定については、資産又は資産グループの営業損益が継続してマイナスとなった場合、収益性

の低下、時価が著しく下落した場合等に減損の兆候があるものとしています。
減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キ

ャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として計上しています。
なお、上記資産グループの回収可能価額は、主に正味売却価額により測定しており、正味売却価額の算定

においては、主として不動産鑑定士による鑑定評価額を合理的に算定された価額とし、当該鑑定評価額か
ら、過去実績などを参考に合理的に見積もった処分費用見込額を控除しております。
そのため、鑑定評価の前提となった対象物件周辺の不動産市況悪化等が発生した場合、翌連結会計年度以

降の連結計算書類において減損損失が発生する可能性があります。
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２．繰延税金資産の回収可能性
（1）連結計算書類に計上した金額

前連結会計年度 当連結会計年度
繰延税金資産 1,906 1,844 百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金および将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高

い範囲内で認識しております。
当該課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得しうる課税所得の時期および金額を合理的に見

積り、金額を算定しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、予測不能な事態

により実際に発生した課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度の連結計算書類
において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産および担保に係る債務

担保に供している資産
土地 30,495百万円
建物等 11,811
預金（質権） 358
その他（投資その他の資産） 186

計 42,851
うち工場財団 （9,146）

担保に係る債務
金融機関からの借入金 17,064百万円
預り敷金・保証金 4,047

計 21,111

なお、その他（投資その他の資産）10百万円を関税法に基づく輸入許可前引取り承認制度として担保に差入
れており、対応する債務はありません。
２．有形固定資産の減価償却累計額 63,332百万円

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
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３．土地の再評価
当社および連結子会社である株式会社シキボウ堺において、「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月

31日公布法律第34号）および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）
に基づき事業用土地の再評価を行い、当該再評価差額のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税基準
とする税金に相当する金額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控
除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める「地

方税法」（昭和25年法律第226号）第341条第10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳
に登録されている価格に合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日
2000年３月31日

再評価を行った土地の連結会計年度の末日における時価と再評価後の帳簿価額との差額
12,223百万円

４．受取手形裏書譲渡高 1百万円
５．電子記録債権割引高 11百万円
6．電子記録債権裏書譲渡高 7百万円

（連結損益計算書に関する注記）
1．投資有価証券売却益
当連結会計年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
政策保有株式を売却したことによるものであります。

2．減損損失
当連結会計年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

資産グループ 用途 場所 種類 減損損失
シキボウ㈱駒野賃貸募集地賃貸用資産 岐阜県海津市 土地 8百万円
合計 8

当社グループは減損損失の算定に当たり、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローを生み出す最小の
単位に基づきグルーピングを行っております。賃貸用資産については、物件単位ごとにグルーピングを行ってお
ります。
このうち、収益性の低下等により減損の兆候を認識した資産グループの一部については、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、土地が8百万円であ
ります。
なお、上記資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、正味売却価額の算定において

は、主として不動産鑑定士による鑑定評価額を合理的に算定された価額とし、当該鑑定評価額から、過去実績な
どを参考に合理的に見積もった処分費用見込額を控除しております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期 首 増加 減少 当連結会計年度

期 末

普通株式 11,810,829株 1,000,000株 − 12,810,829株

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
新株予約権の権利行使による増加 1,000,000株

2．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期 首 増加 減少 当連結会計年度

期 末

普通株式 219,969株 752株 86,813株 133,908株

（注）普通株式の自己株式には、信託が保有する自社の株式が、当連結会計年度期首に106,238株、当連結
会計年度期末に19,524株含まれております。

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取請求による増加 752株

減少数の内訳は、次のとおりであります。
株式給付信託からの株式の給付による減少 86,714株
単元未満株式の買増請求による減少 99株
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3．配当に関する事項
（1）当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2024年６月27日
定時株主総会 普通株式 584百万円 50.0円 2024年３月31日 2024年６月28日

2024年11月11日
取締役会 普通株式 317百万円 25.0円 2024年9月30日 2024年12月4日

（2）当連結会計年度の末日以降に行う予定の剰余金の配当に関する事項

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2025年６月27日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 317百万円 25.0円 2025年３月31日 2025年６月30日

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しておりま
す。
一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引については、後述するリス

クを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形および売掛金（電子記録債権を含む）は、顧客の信用リスクに晒されておりま
す。また、一部海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されておりま
す。
貸付金は、業務上の関係を有する企業に対するものであり、取引先企業の信用リスクに晒されておりま

す。当該リスクに関しては、担当部署が信用状況を随時把握する体制としております。
投資有価証券は、余資運用および業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動等のリスクに

晒されております。
営業債務である支払手形および買掛金（電子記録債務を含む）は、すべてが１年以内の支払期日でありま

す。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されておりま
す。
借入金、社債およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を

目的としたものであり、返済期日は、決算日後、最長で11年後であります。変動金利の資金調達もあり、金
利の変動リスクに晒されておりますが、一部はデリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジし
ております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為
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替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であり
ます。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジの有効性の評価方法等に
ついては、前述の「会計方針に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方法」に記載しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、各事業部門および財務経理部が連携し、取引先ごと
に期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図ってお
ります。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
デリバティブ取引については、契約先はいずれも信用度の高い国内の金融機関であるため、相手先の契

約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社および一部の連結子会社は、外貨建て営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替変動リ
スクに対して、先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸入に係る
予定取引等により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権債務に対する先物為替予約を行っておりま
す。
また、当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップを利用しておりま

す。
有価証券および投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

し、保有状況を見直しております。
デリバティブ取引については、各社共通の「リスク管理規程」を設け、その取引内容状況、リスク状

況、損益の状況等の管理およびその執行を各社の経理部門で行っております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動
性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社についても、各社の担当部署が同様の
管理を行っております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。



― 49 ―

２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）参照）。
また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形および売掛金（電子記録債権を含む）、支払手形および

買掛金（電子記録債務を含む）、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、
注記を省略しております。

連結貸借
対 照 表
計 上 額
（百万円）

時 価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸付金 270

貸倒引当金 △196

73 73 0

投資有価証券

その他有価証券 949 949 ー

資 産 計 1,016 1,016 0

社債（１年内償還社債含む） 2,000 1,963 △36

長期借入金（１年内返済長期借入金含む） 18,007 17,791 △216

敷金および保証金 4,143 3,081 △1,061

負 債 計 24,150 22,836 △1,314

デリバティブ取引（※） 38 38 −

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）市場価格のない株式等は上表には含まれておりません。

区 分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 162
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 949 ー ー 949

デリバティブ取引

通貨関連 ー △17 ー △17

金利関連 ー ー ー ー

資 産 計 949 △17 ー 931

デリバティブ取引

通貨関連 ー ー ー ー

金利関連 ー 57 ー 57

負 債 計 ー 57 ー 57
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（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計

貸付金 ー 73 ー 73

資 産 計 ー 73 ー 73

社債（１年内償還社債含む） ー 1,963 ー 1,963

長期借入金（１年内返済長期借入金含む） ー 17,791 ー 17,791

敷金及び保証金 ー 3,081 ー 3,081

負 債 計 ー 22,836 ー 22,836

（注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

貸付金
貸付金は、貸付金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利を反映さ

せた割引率で割り引いて時価を算定しております。また、貸倒懸念債権については、見積将来キャッシ
ュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を
算定しております。

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時

価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引
金利スワップおよび為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、

レベル２の時価に分類しております。

社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利

率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間および信用リスクを加味した利率を基

に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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敷金および保証金
敷金および保証金の時価は、返還予定額と、合理的に見積もった返還予定期間に基づく国債の利回り等

適切な利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（賃貸等不動産に関する注記）
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

当社および一部の連結子会社では、大阪府、兵庫県、高知県その他の地域において、賃貸収益を得ることを
目的として賃貸オフィスビルや賃貸商業施設等を所有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
賃貸等不動産に関する当連結会計年度末の連結貸借対照表計上額および時価は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

当連結会計年度末の時価
（百万円）

賃貸等不動産 29,905 30,672

（注）１．取得原価から減価償却累計額を控除しております。
（注）２．当連結会計年度末の時価は、以下によります。

主要な物件については「不動産鑑定評価基準」に基づく外部機関による算定額、その他の物件に
ついては一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額に
よっております。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）
（単位：百万円）

報告セグメント

繊維 産業材 不動産・
サービス 計

日本 13,803 12,518 2,646 28,969

アジア 2,590 903 ー 3,494

その他の地域 3,784 46 ー 3,831

顧客との契約から生じる収益 20,179 13,468 2,646 36,294

その他の収益（注） ー ー 2,792 2,792

外部顧客への売上高 20,179 13,468 5,439 39,087

（注）「その他の収益」は企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」に基づく不動産賃貸収入等
であります。
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
① 繊維セグメント

当社および連結子会社では、繊維セグメントにおいて、主として日本、アジアの顧客に対して、繊維製
品の製造販売を行っております。
履行義務の充足時点について、国内の販売においては、製造出荷時から当該製品の支配が顧客に移転さ

れる時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。出荷日から納入日ま
での期間が通常よりも長くなるものについては、納入日に収益を認識しております。海外の販売において
は、インコタームズの取引条件のFおよびCグループは船荷証券の発行日（B/L date）に収益を認識し、
Dグループは目的地到着日に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に受領し

ており、重大な金融要素は含んでおりません。
また、製品の販売のうち、輸入代行業務および一部の商品取引について、約束の履行に対する主たる責

任、在庫リスク、価格設定の裁量権がないことから、当社および連結子会社は代理人に該当すると判断し
ており、他の当事者が提供する製品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を
収益として認識しております。

② 産業材セグメント
当社および連結子会社では、産業材セグメントにおいて、主として日本、アジアの顧客に対して、工業

用品、化成品等の製造販売を行っております。
履行義務の充足時点について、国内の販売においては、製造出荷時から当該製品の支配が顧客に移転さ

れる時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。出荷日から納入日ま
での期間が通常よりも長くなるものについては、納入日に収益を認識しております。海外の販売において
は、インコタームズの取引条件のFおよびCグループは船荷証券の発行日（B/L date）に収益を認識し、
Dグループは目的地到着日に収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に受領し

ており、重大な金融要素は含んでおりません。
③ 不動産・サービスセグメント

当社および連結子会社では、不動産・サービスセグメントにおいて、主として日本の顧客に対して不動
産賃貸、リネンサプライ業等を行っております。リネンサプライ業等については、国内のみの取引とな
り、契約における義務を履行したときに収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね１年以内に受領し

ており、重大な金融要素は含んでおりません。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係ならびに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額および時
期に関する情報

（1）契約負債の残高等
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 8,925 百万円
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 9,038
契約負債（期首残高） 7
契約負債（期末残高） 14
契約負債は主に、製品の引渡前に顧客から受け取った対価であり、連結貸借対照表上、流動負債のその他に

含まれております。
（２）残存履行義務に配分した取引価格

当社および連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格について、当初に予想される契約期間が１
年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 2,777円60銭
１株当たり当期純利益 72円75銭
（注）株式報酬制度（役員向け株式給付信託）に関する株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する自

社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、
また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
す。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当連結会計年度は19,524株で

あり、１株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当連結会計年度
は51,393株であります。
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（重要な後発事象）
該当事項はありません。

（追加情報）
（株式給付信託（ＢＢＴ））
１．取引の概要
本制度は、当社が信託に対して金銭を拠出し、当該信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、当該信託

を通じて取締役等に対して、当社が定める役員報酬に係る役員株式給付規程に従って、従来の金銭報酬の一部を
株式に換えて各取締役等の役位に応じて当社株式を交付する株式報酬制度です。なお、当社の取締役等が当社株
式の交付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役等が在任中に当社株式の交付を受ける場合
は、交付前に当社と取締役等との間で譲渡制限契約を締結の上、取締役等の退任時までの譲渡制限を付すことと
します。

２．信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株

式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価額および株式数は、17百万円およ
び19,524株であります。
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株主資本等変動計算書（2024
2025

年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位 百万円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計 利益準備金
その他利益
剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 11,336 977 977 643 2,867 3,510 △242 15,582
当 期 変 動 額
新株の発行（新株予約権の行使） 484 484 484 − − − − 969
剰 余 金 の 配 当 − − − − △902 △902 − △902
利 益準備金の積立 − − − 90 △90 − − −
当 期 純 利 益 − − − − 1,446 1,446 − 1,446
自 己 株 式 の 取 得 − − − − − − △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 − − − − △0 △0 87 87
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） − − − − − − − −

当 期 変 動 額 合 計 484 484 484 90 454 544 86 1,599
当 期 末 残 高 11,820 1,462 1,462 733 3,321 4,055 △156 17,182

評 価 ・ 換 算 差 額 等
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 195 30 12,773 12,999 6 28,588
当 期 変 動 額
新株の発行（新株予約権の行使） − − − − − 969
剰 余 金 の 配 当 − − − − − △902
利 益準備金の積立 − − − − − −
当 期 純 利 益 − − − − − 1,446
自 己 株 式 の 取 得 △0 − − − − △0
自 己 株 式 の 処 分 − − − − − 87
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △51 △3 △170 △225 △6 △231

当 期 変 動 額 合 計 △51 △3 △170 △225 △6 1,368
当 期 末 残 高 143 27 12,603 12,773 − 29,956
（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項）
１．資産の評価基準および評価方法
（1）有価証券
① 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用し

ております。
市場価格のない株式等

移動平均法による原価法を採用しております。
（2）デリバティブ

時価法を採用しております。
（3）棚卸資産

総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）、2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備および構築物、賃貸用店舗については定額法を採用しております。
なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっ

ております。
（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数として、残存価額を零（残価保証がある場合は当該金額）とする定額法を採用して

おります。
（4）長期前払費用

定額法を採用しております。
なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。



― 59 ―

（2）賞与引当金
従業員（使用人兼務役員の使用人分を含む）に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込

額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
（3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
（4）修繕引当金

長期賃貸契約を締結している大規模商業施設における将来の定期的な修繕に要する支出に備えるため、当
事業年度に負担すべき金額を計上しております。

４．重要な収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容および当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
① 繊維セグメント

繊維セグメントにおいては、主に繊維製品の製造販売を行っております。当該販売については、顧客に引
き渡された時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売については、
出荷時点で収益を認識しております。
なお、当該販売のうち、当社および連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事

者が提供する製品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識して
おります。

② 産業材セグメント
産業材セグメントにおいては、主に工業用品、化成品等の製造販売を行っております。当該販売について

は、顧客に引き渡された時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。ただし、当該国内の販売
については、出荷時点で収益を認識しております。

③ 不動産・サービスセグメント
不動産・サービスセグメントにおいては、主に不動産賃貸を行っており、国内のみの取引となっておりま

す。
不動産賃貸業においては賃貸借契約期間に基づく契約上の収受すべき月当たりの賃借料を基準として、そ

の経過期間に対応する賃借料を計上しております。
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５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等について
は、振当処理を行っております。また、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は、
特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象
為替予約 外貨建予定取引
金利スワップ 借入金

③ ヘッジの方針
為替レート変動によるリスクおよび有利子負債の金利変動に対するリスクをヘッジする目的で行ってお

ります。
④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象について、それぞれの既に経過した期間におけるキャッシュ・フロー累計額を
比較して有効性の判定を行っております。
ただし、為替予約については、すべて将来の購入予定等に基づいており、外貨建予定取引の実行可能性

が極めて高いため、有効性の判定を省略しております。
また、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。

（2）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算

書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（表示方法の変更）
該当事項はありません。

（会計方針の変更）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
連結注記表（会計方針の変更）に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
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（重要な会計上の見積り）
１．固定資産の減損損失
（1）財務諸表に計上した金額
① 減損の兆候が識別され、当事業年度に減損損失を計上した資産グループ

固定資産帳簿価額 減損損失
駒野賃貸募集地 334 8百万円

② 減損の兆候が識別されたものの、当事業年度に減損損失を計上していない資産グループ

固定資産帳簿価額
繊維部門 1,225百万円

富山工場賃貸募集地 208
八幡工場明日寮 25

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は減損損失の算定に当たり、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローを生み出す最小の単位

に基づきグルーピングを行っております。賃貸用資産については、物件単位ごとにグルーピングを行ってお
ります。
減損の兆候判定については、資産又は資産グループの営業損益が継続してマイナスとなった場合、収益性

の低下、時価が著しく下落した場合等に減損の兆候があるものとしています。
減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キ

ャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を
減損損失として計上しています。
なお、上記資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、正味売却価額の算定にお

いては、主として不動産鑑定士による鑑定評価額を合理的に算定された価額とし、当該鑑定評価額から、過
去実績などを参考に合理的に見積もった処分費用見込額を控除しております。
そのため、鑑定評価の前提となった対象物件周辺の不動産市況悪化等が発生した場合、翌事業年度以降の

計算書類において追加の減損損失が発生する可能性があります。
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２．繰延税金資産の回収可能性
（１）計算書類に計上した金額

前事業年度 当事業年度
繰延税金資産 2,189 2,151百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金および将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高

い範囲内で認識しております。
当該課税所得が生じる可能性の判断においては、将来獲得しうる課税所得の時期および金額を合理的に見

積り、金額を算定しております。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、予測不能な事態

により実際に発生した課税所得の時期および金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類におい
て、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産および担保に係る債務

担保に供している資産
土地 26,242百万円
建物等 8,641
預金（質権） 358

計 35,243
うち工場財団 （5,886）

担保に係る債務
金融機関からの借入金 16,826百万円
預り敷金・保証金 4,047

計 20,873
なお、その他（投資その他の資産）10百万円を関税法に基づく輸入許可前引取り承認制度として担保に差

入れており、対応する債務はありません。

２．有形固定資産の減価償却累計額 40,246百万円
減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

３．保証債務
下記の会社の営業取引に対し債務保証を行っております。
株式会社マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア 6百万円

計 6
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４．関係会社に対する金銭債権および金銭債務
（1）短期金銭債権 2,070百万円
（2）短期金銭債務 2,789百万円
（3）長期金銭債権 −百万円
（4）長期金銭債務 24百万円

５．土地の再評価
「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）および「土地の再評価に関する法律

の一部を改正する法律」（平成11年３月31日改正）に基づき事業用土地の再評価を行い、当該再評価差額のう
ち、法人税その他の利益に関連する金額を課税基準とする税金に相当する金額を「再評価に係る繰延税金負
債」として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める「地

方税法」（昭和25年法律第226号）第341条第10号の土地課税台帳または同条第11号の土地補充課税台帳
に登録されている価格に合理的な調整を行って算出しております。
再評価を行った年月日
2000年３月31日

再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額
11,646百万円

（損益計算書に関する注記）
１．関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 6,592百万円
仕入高 5,663百万円
その他 572百万円

営業取引以外の取引による取引高
営業外収益 1,181百万円
営業外費用 228百万円
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２． 投資有価証券売却益
当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
政策保有株式を売却したことによるものであります。

3．減損損失
当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

資産グループ 用途 場所 種類 減損損失
駒野賃貸募集地 賃貸用資産 岐阜県海津市 土地 8百万円
合計 8

当社は減損損失の算定に当たり、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローを生み出す最小の単位に基
づきグルーピングを行っております。賃貸用資産については、物件単位ごとにグルーピングを行っております。
このうち、収益性の低下等により減損の兆候を認識した資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。
なお、上記資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により算定しており、正味売却価額の算定において

は、主として不動産鑑定士による鑑定評価額を合理的に算定された価額とし、当該鑑定評価額から、過去実績な
どを参考に合理的に見積もった処分費用見込額を控除しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類および株式数

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度期末

普通株式 219,969株 752株 86,813株 133,908株

（注）普通株式の自己株式には、信託が保有する自社の株式が、当事業年度期首に106,238株、当事業年度
期末に19,524株含まれています。

（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取請求による増加 752株

減少数の内訳は、次のとおりであります。
株式給付信託からの株式の給付による減少 86,714株
単元未満株式の買増請求による減少 99株
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（税効果会計に関する注記）
①繰延税金資産および繰延税金負債の主な発生原因別内訳
（繰延税金資産）

繰越欠損金 581百万円
賞与引当金 140
退職給付引当金 1,350
有価証券評価損 1,073
その他 550
繰延税金資産小計 3,695

評価性引当額 1,463
繰延税金資産合計 2,232

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 64百万円
繰延ヘッジ利益 12
その他 3
繰延税金負債合計 80
繰延税金資産の純額 2,151

（再評価に係る繰延税金負債）
土地再評価差額金（損） 159百万円
評価性引当額 △159
土地再評価差額金（益） 6,021
再評価に係る繰延税金負債の純額 6,021

②法人税および地方法人税の会計処理並びにこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び

開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税および地方法人税の会計処
理並びにこれらに関する税効果会計の会計処理および開示を行っております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類注記表（収益認識に関する注

記）に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社等

種 類 会 社 等 の 名 称
関 係 内 容

取 引 の 内 容 取引金額
（百万円） 科 目 期末残高

（百万円）役 員 の
兼 任 等

事 業 上
の 関 係

子会社 敷 島 カ ン バ ス 株 式 会 社 あり 当社製品
の販売 当社製品の販売（※１） 5,239 売掛金 1,457

子会社 株 式 会 社 シ キ ボ ウ 江 南 あり 当社製品
の加工 担保の受入（※２） 2,547 − −

子会社 株 式 会 社 シ キ ボ ウ 堺 あり 当社製品
の加工

資金の貸付（※３）

利息の受取（※３）

担保の受入（※２）

1,676

3,600

26

2,700

関係会社
短期貸付金
関係会社
長期貸付金

−

−

500

3,600

−

−

（注）１．上記の３子会社の議決権は、いずれも当社が100％直接所有しております。
２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
３．取引条件および取引条件の決定方針等
（※１） 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。
（※２） 担保の受入は、当社の金融機関からの借入に対して、子会社から担保が提供されているもの

であります。
（※３） 貸付金の利息については市場金利を勘案し、合理的に決定しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 2,363円05銭
１株当たり当期純利益 115円09銭
（注）株式報酬制度（役員向け株式給付信託）に関する株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する自

社の株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めており、
また、１株当たり当期純損失の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
す。
１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は、当事業年度は19,524株であり、

１株当たり当期純損失金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当事業年度は51,393
株であります。

（重要な後発事象）
該当事項はありません。


